
寒 川町 特定 保育所 にお ける 保育 の利用 等に 関す る規 則新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(入 所手続 ) (入 所手続 ) 

第 2条  (略 ) 第 2条  (略 ) 

2 町長は 、前 項の 申込 書を 受理 したと き

は 、必要な 調査 をし 、保 育が 必要 である

と 認 め ら れ る と き は 保 育 所 入 所 承 諾 通

知 書 (第 2号 様 式 )に よ り 同 項 の 承 諾 す る

旨 を、保 育が 必要と 認め られ ない ときは

保 育 所 入 所 不 承 諾 通 知 書 (第 3号 様 式 )に

よ り 同 項 の 承 諾 を し な い 旨 を 保 護 者 に

通 知し なけ ればな らな い。  

2 町長は 、前 項の 申込 書を 受理 したと き

は 、必要な 調査 をし 、保 育が 必要 である

と 認 め ら れ る と き は 保 育 所 入 所 承 諾 通

知 書 (第 2号 様 式 )に よ り 同 項 を 承 諾 す る

旨 を、保 育が 必要と 認め られ ない ときは

保 育 所 入 所 保 留 通 知 書  (第 3号 様 式 )に

よ り 同 項 を 承 諾 し な い 旨  を 保 護 者 に

通 知し なけ ればな らな い。  

～ 略～  ～ 略～  

(保 育の解 除 ) (保 育の解 除 ) 

第 4条  (略 ) 第 4条  (略 ) 

2 町長は 、前 項の 規定 によ り入 所児童 の

保 育を 解除 すると きは、保育 解除 通知書

  (第 5号 様 式 )に よ り 保 護 者 に 通 知 し

な けれ ばな らない 。  

2 町長は 、前 項の 規定 によ り入 所児童 の

保 育を 解除 すると きは、保育 実施 解除通

知 書 (第 5号 様 式 )に よ り 保 護 者 に 通 知 し

な けれ ばな らない 。  

～ 略～  ～ 略～  

第 1号様式 (第 2条関 係 ) 第 1号様式 (第 2条関 係 ) 

(別 紙のと おり ) (別 紙のと おり ) 

第 2号様式 (第 2条関 係 ) 第 2号様式 (第 2条関 係 ) 

(別 紙のと おり ) (別 紙のと おり ) 

第 3号様式 (第 2条関 係 ) 第 3号様式 (第 2条関 係 ) 

(別 紙のと おり ) (別 紙のと おり ) 

第 4号様式 (第 3条関 係 ) 第 4号様式 (第 3条関 係 ) 

(別 紙のと おり ) (別 紙のと おり ) 

第 5号様式 (第 4条関 係 ) 第 5号様式 (第 4条関 係 ) 

(別 紙のと おり ) (別 紙のと おり ) 

    附  則  

 (施 行期日 ) 

 1 こ の規 則 は、 令和元 年 12月 17日 から 施

行 する 。  

  (残存用 紙の 使用 ) 

 2 この規 則の 施行 前に 、こ の規 則に よる

改 正前 の規 則の規 定に より 既に 調整さ



れ た様 式で 用紙が 現に 残存 する ものに

限 り 、所要 の調 整をし 、当分の 間使 用す

る こと がで きる。  

  

 
















